
でんさいをはじめるなら、りそなグループで。



※1 でんさいを「債務者請求方式」または「債権者請求方式」により、発生させることができます。
※2 「債務者請求方式」を利用するためには「債務者利用」のお申込みが必要となり、当社所定の審査がございます。審査の結果、「債務者利用」をお
断りする場合もございますのでご了承ください。

※3 「債権者請求方式」での発生記録請求は、債権者および債務者の双方が「債権者請求方式」の契約をしている必要があります。
※4 ご融資取引（でんさい割引・譲渡担保）については当社所定の審査がございます。詳細は当社お取引店にお問合せください。

※4

※4

※2 ※3

みなとビジネスダイレクト、みなとビジネスダイレクト

みなとビジネスダイレクト、またはみなとビジネスダイレクト



なお、納入企業からの発生記録請求も可能です。

みなとビジネスダイレクト

みなとビジネスダイレクト

窓口金融機関

窓口金融機関

窓口金融機関 窓口金融機関

窓口金融機関

手形の振出に相当

物品販売・納入

全銀電子債権ネットワーク
（でんさいネット）［電子債権記録機関］

納入企業
［ 債権者 ］

支払企業
［ 債務者 ］

発生記録請求承諾依頼通知 承諾
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特定記録機関変更記録手数料

（消費税等込）

でんさいの特定記録機関変更

提携記録機関（※）の電子記録債権をでんさいネットの電子記録債権「でんさい」に変更することが可能です。これ
により変更されたでんさいは当社へ割引申込を行うことができ、従来に比べ資金化手段の幅が広がります。なお、
でんさい割引については当社所定の審査がございます。詳細は当社お取引店にお問合せください。
※提携記録機関とは、でんさいネット以外の電子債権記録機関のうち、でんさいネットとの間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した
電子債権記録機関のことを指します。

みなとビジネスダイレクト

当社およびりそなグループ本支店あて

当社およびりそなグループ本支店あて

※りそなグループ本支店あては、りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行の本支店あてを指します。

0円
330円
660円
330円
660円
330円
330円
660円
220円
4,400円
1,650円
4,400円



※（債務者請求方式をご利用の場合）発生日の2営業日後の翌日から、発生日の10年先まで（発生日が休日の場合は、発生日の3営業日後の翌日から）。
　（債権者請求方式をご利用の場合）発生日の６営業日後の翌日から、発生日の10年先まで（発生日が休日の場合は、発生日の７営業日後の翌日から）。



0120-05-6305
みなと銀行のお客さま

※050から始まるIP電話からは、回線の種類によりかからない場合がございます。

みなとビジネスダイレクト みなとビジネスダイレクト
みなとビジネスダイレクト

みなとビジネスダイレクト

みなとビジネスダイレクト、みなとビジネスダイレクト

みなとビジネスダイレクト

みなとビジネスダイレクト、またはみなとビジネスダイレクト

されるユーザさまは、でんさい利用申込書に記載いただいたみなとビジネスダイレクトのユーザさまとなります。

2025年1月現在

●提携記録機関（でんさいネット以外の電子債権記録機関のうち、でんさいネットとの間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結
　した電子債権記録機関のこと）の電子記録債権を、特定記録機関変更記録により、でんさいネットに移動することで、でんさいネット
　でお取り扱いすることができます。なお、でんさいネットの電子記録債権は、他の電子債権記録機関に移動することはできません。


